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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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令和 4年 6月 1日号                                  【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和４年５月 23日時点 

■１・２回目の接種人数・接種率 

 

■３回目の接種人数・接種率 

 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

※接種率については、１・２回目は 12歳以上、３回目は 18歳以上の住民基本台

帳人口（Ｒ3.1.1時点）に対する割合です。 

  

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

１回目接種 ７,５８２人 ３,５２９人 ９０．９２％ ９４．４３％ 

２回目接種 ７,５４９人 ３,５２３人 ９０．５２％ ９４．２７％ 

 接種人数 接種率 

総数 

（１８歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１８歳以上） 

人口 7,894人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

３回目接種 ５,４０３人 ３,２６９人 ６８．４４％ ８７．４７％ 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎0984-42-4820 

 

令和４年度食生活改善推進員養成講座受講者募集について 
 食生活改善推進員養成講座を開講いたします。現在、高原町内には食生活改善

推進員（通称：ヘルスメイト）が 53 名在籍し、各地区での活動や健康フェスタ

での試食・展示、学校でのおやこの料理教室などの活動を行っております。この

活動をさらに推進するため、一緒に活動していただけるヘルスメイトを養成する

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №98 
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ための講座となります。御自分や御家族の健康や食事に興味のある方、食に関す

るボランティア活動に興味のある方はぜひ御参加ください。     

●募集条件（１）健康や食生活に興味のある方 

     （２）高原町のお住まいの 18歳以上の方（男女問いません） 

     （３）年度内４回の講座に参加できる方(7・10・11月、R5.3月予定） 

●応募期間  令和 4年 6月 20日（月）まで 

●講座内容 ・健康や運動に関すること 

      ・生活習慣病予防の食事に関すること（調理実習含む） 

      ・ヘルスメイトの活動に関すること 

問 ほほえみ館 担当：小城 恵 （こじょう めぐみ）☎0984-42-5820 

 

令和４年度 特定健康診査等について 
 ６月１日（水）より特定健康診査等の健診が始まります。既に対象者の方には、

受診券を発送しておりますので、内容を御確認後、お申し込みください。 

 〇令和４年度の健診内容について 

 

 〇健診日程について 

健診日 会場 申込期日 

令和４年 ８月 ２２日（月） ほほえみ館  

 

令和４年８月５日（金） 

令和４年 ８月 ２３日（火） 鹿児山農業構造改善センター 

令和４年 ８月 ２４日（水） 上後川内地区多目的活動施設 

令和４年 ８月 ２５日（木） 南狭野活性化センター 

令和４年 ８月 ２６日（金） 下広原構造改善センター 

令和４年１１月  ６日（日） ほほえみ館 令和４年１０月２１日（金） 

令和５年 １月 ２２日（日） ほほえみ館 令和５年１月６日（金） 

 

〇お申込みについて 

健診種別 対 象 費 用 体制 期 間 

特定健康診査 

受診券：クリーム色 

40 歳～74 歳の高原町国民

健康保険加入者 

無料 

個別 

令和 4年 6月 1日      

     ～ 

令和 5年 1月 31日 

集団 下表のとおり 

長寿健康診査 

受診券：白色 

75歳以上の町民 

個別 

令和 4年 6月 1日  

      ～ 

令和 5年 1月 31日 

集団 下表のとおり 

わけもん健診 20歳～39歳の町民  500円 集団 下表のとおり 

簡易人間ドック 30歳以上の町民 6,000円 

～ 

11,000円 

個別 

令和 4年 4月 1日 

      ～ 

 令和 5年 3月 31日 
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 集団健診を御希望の方：ほほえみ館 健康づくり推進係へ ４２－４８２０ 

お申し込みの際、『希望健診日』をお伝えください。 

 個別健診を御希望の方：送付しております受診券の裏面に実施医療機関一覧を

載せておりますので御確認頂き、医療機関へお申し込

みください。 

 

〇健診を受診する際の注意点について 

・特定健康診査、長寿健康診査、わけもん健診、簡易人間ドックのうち１つの

みです。重複受診はできません。なお、重複受診が確認された場合は、後日

町より健診費用（重複分）を請求いたします。 

 ・令和４年度途中に７５歳になられる方には、別途長寿健康診査受診券を送付

いたします。 

※なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施内容等について変更が

生じる場合がございますので、御了承ください。 

「健康づくり条例」制定のまち 高原町 

「スマートウェルネスシティ」推進を目指すまち 高原町 

問 ほほえみ館 担当：広池 加奈子（ひろいけ かなこ）☎0984-42-4820 

 

マイナポイント第２弾のポイント申込期間等について 

マイナポイント第２弾は、第１弾のキャッシュレス決済サービスでチャージや

お買い物をする時にポイントが付与される事業に加え、健康保険証の利用申込を

行った方と公金受取口座の登録を行った方にポイントが付与されるものです。 

対象者 付与ポイント 付与方式 
ポイント申込及び 
付与の開始時期 

マイナンバーカー

ドの新規取得者や

第１弾で申込をし

ていない方 

最大 5,000円

相当 

（※１） 

プレミアム方式 
令和４年１月１日 

マイナンバーカー

ドの健康保険証と

しての利用申込を

行った方 

7,500円相当 
（※２） 

直接付与方式 
令和４年６月 30日 

公金受取口座の登

録を行った方 
7,500円相当 

（※２） 

直接付与方式 
令和４年６月 30日 

（※１）プレミアム方式とは、御自身で選んだキャッシュレス決済サービスでチ

ャージやお買い物をすることで、その利用額の一定割合がポイントとして付

与される方式のことです。（令和５年２月末までのチャージや買い物が対象

となります。） 

（※２）直接付与方式とは、チャージや利用金額に関係なく、直接ポイントを付

与する方式のことです。 
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その他注意事項について 

※マイナンバーカードは令和４年９月末までに申請が必要となります。 

※マイナポイントの申込期限は令和５年２月末までとなります。 

※マイナンバーカードの申請方法やマイナポイントの申込方法等については、

総務省又は高原町のホームページをご確認いただくか、町民福祉課住民係ま

でお問い合わせください。 

※マイナポイントの付与申込開始前に、マイナンバーカードの健康保険証利用

の申込みや公金受取口座の登録を実施された方は、ポイント付与についての

申込手続が別途必要となります。 

※システムメンテナンスのため、令和４年６月 25 日（土）から令和４年６月

30日（木）午前中までの間、マイナポイントの申込や申込状況照会など、全て

のメニューがご利用いただけなくなります。 

問 町民福祉課 担当：中村 真琴（なかむら まこと）☎0984-42-1067 

 

道路や水路等の環境保全について 
 道路や山林・河川等への不法投棄や水路の管理に関する問い合わせが寄せられ

ています。 

 不法投棄は法律で禁止されています。違反した場合は、５年以下の懲役もしく

は１，０００万円以下の罰金又はその両方が科せられることがあります。 

 水路や河川に、ごみや刈った草等を捨てると、ごみが堆積して下流の方に悪臭

等の迷惑がかかるほか、大雨時などに大きな被害につながる恐れがあります。 

 町民皆でルールを守り、町内の環境保全について御協力をお願いいたします。 

  

問 町民福祉課 担当：竹田 善彦（たけだ よしひこ）☎0984-42-1067 

 

町営住宅の入居者募集について 

次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇鹿児山団地 

昭和 53年棟 ３Ｋ １戸 月額使用料１０，３００円～１５，３００円 

 ※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計により増減します。 

●申込受付期間 

令和４年６月１日（水）から令和４年６月 15日（水）まで 

午前８時 30分から午後５時 15分まで（ただし、閉庁日を除く。） 

●申込場所 

高原町役場１階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※原則として、持ち家のある方や既に公営住宅居住の方は入居できません。 
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公立夜間中学校開設に関するアンケート調査について 

 現在、宮崎県では公立夜間中学校開設に向けて、県民の皆さん向けにアンケー

ト調査を実施しています。以下に該当する方は下記２次元コードもしくはアンケ

ート用紙を役場正面玄関および中央公民館正面玄関に備え付けていますので、回

答にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

１ 日  時 令和４年６月１日（水） ～ ６月１０日（金） 

２ 対 象 者 ①中学校を卒業していない、１５歳以上の方 

       ②中学校を卒業しているものの、様々な理由により、実際には中

学校に通っていない、１５歳以上の方 

       ③上記①、②と同様の理由で、海外で生活していた方 

３ 回答方法（１）下記の２次元コードを読み取って、スマートフォン等 

より回答 

         
（２）アンケート用紙に直接記入 役場正面玄関および中央公民

館（正面玄関）に備え付けています。 

アンケート内容から個人が特定されたり、他の目的で使用することはありませ

ん。 

 御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 教育総務課 担当：小久保 洋平（こくぼ ようへい）☎0984-42-1484 

 

 

 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得が公営住宅入居資格基準（158,000円）以

下であること。 

〇 市区町村税、その他町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 暴力団員ではないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和４年６月 16日（木）午後３時 00分から 

〇 抽選場所：高原町役場１階第２会議室 

●その他 

 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 その他、御不明の点は、お気軽にお問い合わせください。 

 

問 建設水道課 担当：黒木 克英（くろき かつひで）☎0984-42-4960 
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さといも疫病対策について 
 さといも疫病の警戒時期です。発生に注意し対策を徹底しましょう。 

 

①こまめにほ場を確認 

周辺も含め発生状況を確認しましょう。 

畝間に水が溜まる場合は排水路を確保します。 

 

②発生前の予防 

芽が出そろったらペンコゼブ水和剤、梅雨に備えた 

予防にはランマンフロアブルが効果的です。株元ま 

で薬液がかかるようにします。 

 

③発生を確認したら 

１）収穫まで２週間以内の場合⇒できるだけ早く収穫 

（茎葉の被害によって水晶芋が発生する前に収穫します） 

２）収穫まで２週間から３週間の場合⇒アミスター20フロアブルを散布 

３）収穫まで３週間以上ある場合⇒ダイナモ顆粒水和剤を散布 

※ダイナモ顆粒水和剤の散布から 21 日間以上、アミスター20 フロアブルの

散布から 14日以上あけてから収穫してください。 

 

★農薬の散布時には、展着剤（スカッシュまたはドライバー）を添加しましょう。 

★農薬の使用前には、必ずラベルに記載された内容を確認しましょう。 

問 農畜産振興課 担当：六部一 智久（ろくぶいち ともひさ）☎0984-42-5132 

 

高原町メールサービスの登録の御案内 
災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。視覚障害などのある方には音声でお伝えする電話での登録も可

能です。電話登録については、制限がございますので、登録を希望される場合に

は下記問合せ先までお問合せください。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２      

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/



















































